
平成 31年度春季長期連休における姫路市医療提供体制の確保案について 
 

１ 姫路市休日・夜間急病センターについて 

⑴ 連休中における急病センターの開院状況 

日付 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

祝休日 － － 
昭和の
日 

国民の
休日 

改元 
記念日 

国民の
休日 

憲法 
記念日 

みどり
の日 

こども
の日 

振替 
休日 

昼間 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

夜間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 ⑵ 急病センター１日平均受診者数 

  ① 休日昼間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ GW期間：4月 29日～5月 6日の間の休日（5日間）、年間：71日 
 
 

 

  ② 夜間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

※ GW期間：4月 28日～5月 6日夜間（9日間）、年間：365日（366日） 

(人)  

(人)  

資料３ 



２ 姫路市の動き 

 ⑴ 関係機関との協議 

   平成 30年 11月より、姫路市医師会、姫路市救急医療協会及び消防局等と、連休対

応について協議を進めている。 

 ⑵ 対応案 

  ① 広報の徹底 

   ア 不要不急の受診抑制啓発 

イ 連休中の救急医療体制周知の実施 

② 急病センター後送輪番体制の強化 

ア 日曜昼間整形輪番の当番日増加 

イ 後送輪番医療機関の待機ベッドの増床 

 

３ 休日歯科診療について 

 ⑴ 姫路市歯科医師会口腔保健センター 

   診療時間：9時 30分～12時 

 ⑵ 連休中における姫路市歯科医師会口腔保健センターの開院状況 

日付 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

祝休日 － － 
昭和の
日 

国民の
休日 

改元 
記念日 

国民の
休日 

憲法 
記念日 

みどり
の日 

こども
の日 

振替 
休日 

診療日 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

４ 国の方針（平成 31年 1月 15日厚生労働省医政局長発都道府県知事宛通知 要約） 

 ⑴ 10連休において必要な医療が提供できるよう、地域の実情に応じて必要な医療機関

等が対応できる体制を構築すること。 

 ⑵ 10 連休における医療提供体制に関する情報について、10 連休までの間に、行政機

関等のホームページや広報誌等を通じ、住民等に対し十分に周知すること。 

 ⑶ 各医療機関等に対し、病床が満床になり患者の引受先が必要になる等の事態が発生

する場合に備えた対応方針についてあらかじめ医療機関等間の協議の下で定めてお

くよう求めること。 


